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本人が住民税非課税で、世帯員が住民

税　課税の方

本人が住民税課税で合計所得が１２５万

円未満の方

本人住民税課税で合計所得が１２５万円

以上１９０万円未満の方

第１０段階

基準額×０．５０

基準額×０．５０

基準額×０．７５

基準額×１．００

基準額×１．１３

本人が住民税課税で合計所得が１９０万

円以上４００万円未満

本人が住民税課税で合計所得が４００万

円以上６００万円未満の方

本人が住民税課税で合計所得が６００万

円以上１０００万円未満の方

本人が住民税課税で合計所得が１０００

万円以上の方

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者

で　世帯全員が住民税非課税の方

基準額×２．００

2,475

2,475

3,713

4,950

5,594

118,800

保険

料

保険料

年額

6,188

7,425

8,663

9,900

29,700

29,700

44,550

59,400

67,122

74,250

保険料率所得段階

9,306

89,100

103,950

111,672

基準額×１．２５

基準額×１．５０

基準額×１．７５

基準額×１．８８

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

世帯全員が住民税非課税で、課税年金

収入額と合計所得金額の合計が８０万円

世帯全委員が住民税非課税で、第１・第

２段階以上の方

 

 

 

保険料率所得段階

8,495

87,129

100,533

113,938

基準額×１．２０

基準額×１．３０

基準額×１．５０

基準額×１．７０

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額

と合計所得金額の合計が８０万円以下の方

世帯全委員が住民税非課税で、

第１・第２段階以上の方

保険料

月額

保険料

年額

6,702

7,261

8,378

60,320

67,022

80,427

33,511

50,267

5,027

5,585

2,793

4,189

120,64010,053第１０段階

基準額×０．９０

基準額×１．００

本人が住民税課税で合計所得が１２０万円以上

１９０万円未満

本人が住民税課税で合計所得が１９０万円以上

２９０万円未満の方

本人が住民税課税で合計所得が２９０万円以上

４００万円未満の方

本人が住民税課税で合計所得が６00万円以上

１０００万円以上の方

第４段階

第５段階

基準額×１．８０

本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がい

る場合）年金額との合計が80万円以下の方

本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者

がいる場合）で第4段階以外の方

本人住民税課税で合計所得が１２０万円未満の

方

第１段階 基準額×０．５０

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額

と合計所得金額の合計が120万円の方
基準額×０．７５

第２段階

第３段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯

全員が住民税非課税の方

第１１段階
本人が住民税課税で合計所得が400万円以上

６００万円以上の方
基準額×１．９０ 10,612 127,342

第１2段階
本人が住民税課税で合計所得が１０００万円以

上
基準額×２．００ 11,170 134,044
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市議団ホームページ 

野洲市議団で検索を 
日本共産党野洲市委員会 
20１５年２月６日 №２８０   

 

野
洲
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・介
護
保
険
事
業
計
画
の
第
６
期
計
画
策
定
案
（平
成
２
７
年

～
２
９
年
度
）が
出
さ
れ
、
２
月
１
３
日
ま
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。 

計
画
策
定
案
で
は
、
平
成
２
９
年
度
ま
で
に
、
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
５
０
床
増
や
す
計

画
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
い
に
待
ち
望
ま
れ
ま
す
が
、
介
護
保
険
料
は
大
幅
な
値
上
げ

が
出
さ
れ
て
お
り
、
本
人
非
課
税
の
方
の
保
険
料
が
年
間
で
７
，
６
２
２
円
の
引
き
上
げ
に
な

り
ま
す
。
老
齢
福
祉
年
金
の
方
、
合
計
所
得
が
８
０
万
円
以
下
の
方
も
、
年
間
３
８
１
１
円
の

引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。
年
金
は
２
７
年
度
か
ら
引
き
下
げ
ら
れ
、
物
価
が
上
が
っ
て
も
毎

年
引
き
下
げ
る
こ
と
が
出
さ
れ
て
い
る
中
で
の
、
負
担
増
は
家
計
を
直
撃
し
ま
す
。 

 

今
回
の
計
画
策
定
は
、
国
の
方
針
で
要
支
援
、
１
・２
の
方
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
は
、
平
成
２
９
年
度
か
ら
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
と
し
て
、
介
護
保
険

か
ら
外
し
て
、
地
方
自
治
体
に
丸
投
げ
を
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
野
洲
市
は
２
年
先
の
実
施

で
す
が
、
多
く
の
問
題
や
課
題
が
あ
り
ま
す
。
２
月
議
会
に
計
画
案
が
出
さ
れ
審
議
さ
れ
ま

す
。
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。 

 
 

２
月
２
５
日
（水
）本
会
議
（議
案
提
案
） 

３
月  

４
日(

水
）本
会
議
（質
疑
、
代
表
質
問
） 

５
日
（木
）本
会
議
（
代
表
質
問
・一
般
質
問
） 

６
日
（金
）本
会
議
（一
般
質
問
） 

９
日
（月
）一
般
質
問
予
備
日 

１
０
日
（火
）予
算
常
任
委
員
会
分
科
会 

１
１
日
（水
）常
任
委
員
会 

１
２
日
（木
）予
算
常
任
委
員
会
分
科
会 

１
３
日
（金
）常
任
委
員
会 

１
６
日
（月
）予
算
常
任
委
員
会
分
科
会 

１
７
日
（火
）常
任
委
員
会 

２
０
日
（金
）予
算
常
任
委
員
会 

２
４
日
（火
）９
時
～
議
会
運
営
委
員
会 

１
０
時
～
全
協 

本
会
議
（議
案
採
決
） 

本
会
議
、
常
任
委
員
会
は
午
前
９
時
か
ら
開
催
さ
れ
ま

す
。
２
４
日
の
み
午
後
１
時
で
す
。
本
会
議
は
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
配
信
さ
れ
ま
す
。 


